
 

議案第７１号  

 

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する  

基準を定める条例の一部を改正する条例について  

 

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。  

 

条例案……別記  

 

令和７年９月１日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

所要の改正を行いたいため。  

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案  

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例  

 

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

第１０条第３項第１号中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条

の４第２項」を「法第１８条の２９に規定する地域限定保育士及び児童福祉法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第１５条第１項の規定によりなおその効力を

有することとされた同法附則第１２条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成２

５年法律第１０７号）第１２条の５第２項」に改める。  

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

附 則  

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。  

 

 

 


